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～貸借対照表政策との関連で～

佐 藤 誠 二

はじめに

貸借対照表おける評価 (金額に基づく貸借対照表計上 Der B■anzansatz der Hohe nach)は 、

貸借対照表能力 (根拠に基づく貸借対照表計上 Der B■anzansatz dem Grund nach)問 題と並ん

で、貸借対照表政策 (B■aFIZpOhtik)の 中心的課題である。

商法上の年度決算書は、立法者の意志によると、債権者保護のために、そして社員が業務執行

に参画しない資本会社の場合には株主保護のために、財産・財務・収益状態に合致した写像を伝

達しなければならない (商法典第 264条 2項 )。 ただし、ベーエ (GoWёhe)によると、この場

合、上の貸借対照表受け手の二つの集団は、財産及び収益状態が良く表示されえないことを通じ

て財産損失が保護されるにすぎない(1)。 そこに評価に関わる貸借対照表政策上の問題の所在があ

る。立法者は、債権者保護にたって評価に際して価値上限の確定を要請する。他方、評価規定は

価値下限の設定によって、持分所有者に対し、財産のより低い評価による利益の縮小表示を回避

することを意図している。しかし、評価規定は、一義的な価値計上額を部分的に強制するにすぎ

なく、一定の価値上限と下限の間での価値計上額を選択する余地 (評価選択権 Bewertungswa―

hhecht)を許容する。したがって、企業は財産と負債の評価、その結果として損益の表示に対し

て貸借対照表政策上の目標を実現する可能性が付与されることになる。こうした貸借対照表政策

上の目標のもっとも重要なところはできるだけ低い利益表示によって利益課税負担を軽減するこ

とである。税務貸借対照表は商事貸借対照表に依存する (基準性原則Ma3gebhchkeitsp亘 nzip)た

めに、商事貸借対照表で下される評価決定は、税法規定が異なる価値額を義務づけない限りにお

いて、自動的に税務貸借対照表にも及ぶことになるからである。また、他方で、貸借対照表政策
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の目標は価格上昇時における経営の実体維持が持分所有者に対するできるだけ少ない利益配当を

行うことにもある②。

ベーエも述べるように、貸借対照表における評価額の決定は企業にとって課税と配当に密接に

関わる貸借対照表政策の主要課題であり、貸借対照表論においても論議の対象とされてきた。

本稿の目的は、貸借対照表政策に対して、現行の商法がいかなる評価規準(Bewertungsregeh)

を設定しているのかを検討することにある。1985年 に成立した商法典は、この評価の会計規準に

関して、1965年旧株式法と比較して商人とりわけ資本会社の選択の余地を減じた点に特徴がある

といわれている。また、評価の一般的諸原則 (Allgemeine Bewertungsgrundsatze)ゃ 、調達原価

(Anschammgskosten)、 製作原価 (Herste■ ungskosten)と いう基本的評価尺度を商法上、はじめ

て明文をもって規定し、法的安定性を保持せしめようとしたともいわれる。本稿では、かかる商

法上の評価規準の内容を税法との対比において整理し、そこに貸借対照表政策上の余地がどう位

置づけられるのかについて検討をすすめていく。

こうした場合、絶えず論議されるのが ドイツ商法に固有な「理性的な商人の判断 (Veminhge

kau缶血mische Beuerte■ ung)」 なる規準である。立法者によれば、この「理性的な商人の判断」

は恣意的な貸借対照表評価を狭めるために規定されたものだと解釈されている。ただし、この

「理性的な商人の判断」も正規の簿記の諸原則と同じく、解釈を要する評価に関わる不確定法概

念である。以下では、「理性的な商人の判断」規準が貸借対照表政策上の余地にどのように影響

するかについても検討しながら、貸借対照表評価に関する会計規準の今日的有様に接近してみた

い。

I。 商法における一般的評価諸原則

さて、現行の商法典の特徴は、第 252条 1項 1号から6号において、評価に関する一般的諸原

則をはじめて明文をもって規定した点にある。貸借対照表同一性原則、継続企業原則、個別評価

原則、慎重性原則・実現原則・不均等原則、期間限定原則、評価方法継続性原則の一般的諸原則

は会社の法形態に関わらず商人一般に適用される基本原則であり、従来のドイツの会計実務で広

範に容認された正規の簿記の諸原則に合致しているという③。一般的評価原則はその内容からも、

また文献における従来の分類からも評価に関わる正規の簿記の諸原則であり、そこからの離反は

例外的事例において許容される (第 252条 2項)にすぎないが、この例外の内容の限定は公式化

されていない。もとより、例外事例は正規の簿記の諸原則との合致という一般的要請のもとに存
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在するのであって、資本会社については、補完的に財産・財務・収益状態に合致した写像伝達に

対する要請が適用されるという
“
)(図 1参照)。

ただし、この場合、年度決算書に関連した一般的評価諸原則のすべてが商法上、法典化されて

いるわけではなく、商法典第253条以降の評価の個別規定に対して、「特別の」6つの一般的諸原

図 1 商法における一般的評価諸原則

一 般 的 評 価 諸 原 則

調達原価原則

商法典第 253条 1項

減額記入原則

商法典第 253条 1項、

商法典第 254

出所  Gerhart Gross/Lother Schrutt Der Jahresabschlu3 nach neuern Recht,Aufstenung‐ Priihng‐ 0螢mlegung,2.

Au■.,1986,S.89,

資本会社に関する補完規定

実質的諸関係に合致した写

商法典第 264条 2項

正規の簿記の諸原則に合致

商法典第 243条

貸借対照表同一性原則

商法典第 252条 1項 1号
根拠ある例外の場合の離脱

商法典第 252条 2項

根拠ある例外の場合の離脱

商法典第 252条 2項

個別評価原則

商法典第 252条 1項 3号
根拠ある例外の場合の離脱

商法典第 252条 2項

慎重性原則

商法典第 252条 1項 4号

一 不均等原則

一 実現原貝1

根拠ある例外の場合の離脱

商法典第 252条 2項

期間限定原則

商法典第 252条 1項 5号
根拠ある例外の場合の離脱

商法典第252条 2項

決算日原則

商法典第 252条 1項 5号
根拠ある例外の場合の離脱

商法典第252条 2項

評価継続性原則

商法典第 252条 1項 5号
根拠ある例外の場合の離脱

商法典第 252条 2項

資本会社に関する補完規定

評価離脱の場合の付属説明書

商法典第 284条 2項 3号
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則をしているのだという(5)。 それは、商法典第 252条 1項の「年度決算書において表示される財

産対象物及び負債の評価の場合、特に次のものが適用される」 (傍点は筆者)と いう法文からも

明らかであるという。)。 ベーエによれば、それ以外の一般的評価諸原則は、商法典第 253条以降

の個別規定の範囲内でも規定される。例えば、調達原価原則、低価原則、最高価値原則、減額記

入の計画性の原則がそれだという。さらに、正規の簿記の諸原則から、それ以外の (法典化され

ていない)一般的評価諸原則も導出しうるという。価値計上額の方法同一性の原則、評価選択権

の利用の恣意性禁止の原則、会計報告に関する事実要件の重要性の原則がそれである(つ。

ところで、かかる一般的諸原則は慎重性の原則 (P五nzip kau缶血mischer Vorsicht)か ら導出

されるのだとするベーエの指摘は重要である。ベーエの場合、特に次の4つの原則を重視してい

る(3)。

(1)実現原則 (Realbalonsp‖ nゴ p)

この原則は利益と損失が販売過程において現象化したときにはじめて表示されるという内容

に関わる要請を指示している。財産対象物が翌期以降において利益を得て売却されるか、もし

くは損失を伴い除去されるという可能性は、この原則によれば会計の考慮外においている。実

現原則は、調達原価ないし製作原価を超える価値増加の考慮を排除するのであり、その場合、

かかる価値増加が一般的価格上昇によるのか、あるいは、一定の貨幣価値の際の経済財の価値

の上昇なのかということは問題にならないとされる。

(2)低価原則 (Nbderswenp‖ nゴ p)

低価原則は、価値減少に対して実現原則を限定づけている。二つの可能な価値計上額 (例え

ば、一方の調達原価ないし製作原価と他方での取引所価格ないし市場価格)の うち、その都

度、より低い価値が設定されねばならない (厳格な低価原則 strenges Niederswertp五 zip)か、

あるいは設定されてもよい (緩和した低価原則 gemidertes Niederswertp五 nzip)。 それによっ

て、費用の見越しが要請ないし許容される。選択される価値のうちのより低い価値は、商法典

第 253条 3項の流動資産の評価のように、この原則を厳格に適用した場合、越えてはならない

価値限界を形成するのだという。

(3)最高価イ直原貝U(HOchstwertprinzip)

債務の最高価値原則は、財産の評価の低価原則を債務に類推的に移行したものである。貸借

対照表日における債務の価値がその調達原価を上回るときには、より高い価値が設定され、

逆に調達原価を下回るときにはより低い価値は計上されてはならない。

(4)不均等原則 (lmpa‖ tatsp‖ nゴ p)
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不均等原則とは、上の 3つ の原則を包括した規準である。収益の見越しは許容されないため

に、予想利益と予想損失の観点で、評価は均等ではない。すなわち、売上げによる未実現利益

は表示されず (実現原則)、 売上げによる未実現損失は計上される。従って、後者の場合、実

現原則は適用されず、財産対象物の評価の際の低価原則、債務の評価の際の最高価値原則がそ

の代わりに適用される。

こうした立論は ドイツにおいて一般的である。この点は、ゼルヒャー ト (FoWoSelchert)に

よって、「確かに正規の簿記の諸原則は年度決算書における計上 (貸借対照表計上)、 評価、表示

と関連を有して存在していることを確認できる。この 3つの適用方向に対する正規の簿記の諸原

則の関連づけは、しかし、無秩序なものではない。慎重性の要請は貸借対照表能力にも評価にも

作用する(9)」 とまとめていわれるところでもある。

上の指摘によるまでもなく、 ドイツの商法は貸借対照表能力だけでなく、貸借対照表評価に関

して慎重性原則を基軸に保守主義的な性格を有している。調達原価ないし製作原価を原則適用と

して、その他の価値尺度は保守主義的立場から容認される。財産対象物の低価原則、債務の最高

価値原則はかかる保守主義的性格を反映したものにほかならい。また、そこに貸借対照表政策の

介入する余地もある。しかし、問題は評価に関わる一般諸原則に先行する個別規定の内容とそこ

における貸借対照表政策の可能性の範囲である。そこで次に、同じく、ベーエに依拠しながら、

まず商法における評価基準の内容を税法との比較において慨略する。税法における評価規準は、

評価に対する商法上の貸借対照表政策が基準性原則を介して課税に及ぼすという意味で、避ける

ことのできない検討の対象である。

Ⅱ。商法と税法における評価の個別規定

1.商法における評価規定

商法では評価規定を、すべての法形態の企業に対して商法典第 252条から第 256条に定め、さ

らに資本会社に関しては商法典第 279条から第283条に補完規定を置いている。また、それ以外

に特別法たる株式法、有限会社法、協同組合法において法形態特有の補完規定も設けている。以

下、商法典に絞って、評価規準の内容を概略してみよう。

(1)積極側項目の評価

商法の場合、貸借対照表積極側の財産対象物に関しては大要、固定資産たる対象物と流動資産

たる対象物 (商法典第 253条 3項)の二つに区分される。
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これらの二区分の財産対象物について、次の評価規準が適用される。

(a)固定資産たる対象物は商法典第 253条 1項 に従い、最高で調達原価もしくは製作原価を

もって:第 253条 2項による減額記入 (Abschreibungen)を減じて計上されねばならない。固定

資産の効用が期間的に限定されるときには、調達原価と製作原価が計画的減額記入額 (planma3ige

abschreibungen)だ け減じられねばならない。この場合、見積経済的耐用年数に対する取得原価

と製作原価の配分は、正規の簿記の諸原貝りに合致した配分方法を基礎に置く減額記入計画に応じ

て行われるが、商法典は経済的耐用年数の決定、耐用期間末の残存価値の見積もり、減額記入方

法に対して何ら特別の規定を設けていない(10。 また、商法典第253条 4項は、固定資産について

「理性的な商人の判断」の枠内での減額記入を許容する規定をもって秘密積立金の形成 (Bndung

stiner Rliicklagen)を可能としている。この規定は、しかし、商法典第279条 1項 1文に基づき資

本会社には適用されえない。

固定資産たる対象物につき、一時的な価値変動が生ずる場合、かかる価値減少は計画外減額記

入 (au3erplanmttige Abschreibung)を 通じた把握が義務づけられるか許容される。ただし、こ

こでも、実現原則に基づき調達原価ないし製作原価を越える価値増加は計上されてはならない。

これに対して、価値減少が継続的に予想される場合、選択権が存在しているとき (商法典第 253

条2項 3文)であっても、より低い価値の計上が義務づけられる。なお、商法典第253条 5項は、

もはやその根拠が存在しないときにもまた、こうしたより低い価値を留保してもよいと留保選択

権 (Beibehaltungswahhecht)を 規定している。一方、資本会社については、かかるより低い価値

への留保選択権は予測される継続的な価値減少が問題とならない場合の財務固定資産たる財産対

象物に対してのみ限定される (商法典第 279条 1項 )。 それとともに、資本会社に関しては、商

法典第280条 1項により、人的会社に認められる留保選択権が価値回復義務 (Wertau■ olungsgebot)

に置き換えられている。ただし、同条 2項により、税法上の利益算定に際してより低い価値計上

額が維持しうるとき、及び貸借対照表においてより低い価値計上額を留保することか維持の前提

とされるときには、1項を無視しうるというように、1項そのものが相対化されている。減耗性

の固定資産の場合、税法の厳格な価値関連の廃止と税務貸借対照表における逆基準性原則の適用

によって、商法上の価値回復命令は現実には価値回復選択権と骨抜きになっている。つ。

さらに、商法では、税法の規定に基づき特別償却等による税務貸借対照表でのより低い価値が

許容されるときには、商事貸借対照表においてより低い価値の計上が認められる (商法典第254

条)。 商法から生ずるその種の減額記入を税法が税務上の利益算定にあたって容認するときにの

み認められるという資本会社に対するこの規定の補完 (商法典第 279条 2項)は基準性原則の例
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外なき逆転を法典化したものといわれる。ゆ。

なお、派生的暖簾 (de五vativer Firmenwert)に 関しては、商法典第255条 4項 1文 により、そ

れが発生した次営業年度以降の各年度において少なくとも4分ノ 1は減額記入しなければならな

い。しかし、同項 3文は利用の予定される各営業年度に計画的に配分してもよいとする。そのこ

とを通じて、所得税法第 7条 1項 3文の規定する 15年の通常の耐用年数の適用が可能になってい

る (13)。

(b)流動資産たる対象物に関しても、商法典第 253条 1項に従い、最高、取得原価もしくは製

作原価で計上しなければならない。ただし、それが次の価値より低い場合である。(1)決算日で

の取引所価格もしくは市場価格から導出すべき価値 (商法典第253条 3項 1文 )、 (2)決算日での

財産対象物に付すべき価値 (商法典第253条 3項 2文 )。 この二つの価値が調達原価もしくは製作

原価を下回る場合、厳格な低価主義が適用される。さらに、理性的な商人の判断のもとで価値変

動が予想されるという根拠のもとで必要とされる場合、より低い価値の適用が許容される (商法

典第253条 3項3号 )。 非資本会社に対しては、理性的な商人の判断の枠内での減額記入による秘

密積立金の形成を認める商法典第 253条 4項は、流動資産たる財産対象物にもまた適用可能であ

る (14)。

同種の棚卸資産の場合、一括評価が許容される。見積方法として、平均的な調達原価もしくは

製作原価の算定、一定の時間的費消順の仮定法が考慮される。一定の費消順の仮定法はもちろ

ん、その方法を適用する場合、低価原則と正規の簿記の諸原則を遵守しなければならない。その

他、棚卸資産の評価に関しては、商法典第256条、第 240条の特別なケースとして、同種の棚卸

資産に対するグループ評価、有形固定資産たる財産対象物ならびに原材料、補助材料及び工場消

耗品の固定評価という二つの方法を認めている。つ

(2)消極側項目の評価

商法では、貸借対照表消極側の評価について次のごとく規定している。0。

(a)引受済資本金は額面額で計上されねばならない (商法典第 283条 )

(b)債務はその償還額で評価されねばならない (商法典第 253条 1項 )。 償還額が発行金額を上

回る場合、その差額は積極側計算限定項目として計上される (商法典第 250条 3項 )。

(c)定期金債務はその現金価値 (Barwert)で 貸借対照表計上されねばならない (商法典第253条

1項 2文 )。

(d)引 当金の額は理性的な商人判断に基づいて見積もられなければならない (商法典第 253条 1

項 2文 )
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2。 税法における評価規定

税務貸借対照表においても、評価は原則的に個別評価原則に基づき行われる。所得税法第 6条

1項第 1文において、「個々の経済財の評価」と述べるようにである。しかし、同種の経済財との

関連では、判決は個別評価原則への違反について実質上、何ら言及していない。従って、商法上

許容される一括評価、グループ評価、固定評価は税法上も許容される。つ。

(1)固定資産たる経済財の評価

所得税法は積極側経済財に対して、商法と同様に、固定資産たる経済財及び流動資産たる経済

財という二つの評価グループを前提にし、それらの各グループについて次のような評価規定を設

けている。

減耗性の固定資産たる経済財に関しては、所得税法第 6条 1項によれば、調達原価もしくは製

作原価に所得税法第 7条に基づく減価償却額 (Absezungen fiir Abnutzung)を減じて計上しなけ

ればならない。それが評価の上限を形成する。より高い再調達原価は計上されてはならない。商

事貸借対照表におけるよりも高い価値計上額は、例えば、低減的償却の場合、商事貸借対照表に

おいて、所得税法 7条 2項に基づく低減率を上回るときに義務づけられる(18).

部分価値は、それが受け継がれる調達原価もしくは製作原価を下回るときに計上してもよい。

したがって、企業側は原則的に選択権を持つが、この選択権は所得税法第 5条に従う利益算定の

場合、基準性原則に基づき商事貸借対照表にも同様に行使されねばならない。ただし、そこで継

続的に価値減少が予想される場合には計画外の減価償却が強制される.中間価値の計上は価値減

少が継続的に予想されないときには、非資本会社に対して許容される。しかし、より低い部分価

値は、商事貸借対照表における価値計上額が例えば、早期償却によってより低くなるとしても、

評価下限を形成するため、ここでもまた基準性原則は破棄されている。9)。

税法上、秘密積立金の意図的形成は、厳格な価値下限を設定せず「理性的な商人の判断」の枠

内で減額記入を許容する商法とは対照的に可能でない。部分価値の価値引き下げは確かに税務上

の特別規定に基づく特別償却の実施を通じて可能であるが、それは立法者の財政外の目標実現の

ための租税算定基礎の修正に資するものである。ただし、所得税法第 5条 1項 2文に基づく基準

性原則のために、それは前もって商事貸借対照表においても計上されていなければならない。の。

1990年 の住宅建設促進補充法 (いわゆる補充法Restantengesetz)の 施行前は、減耗性の固定

資産たる経済財については、税法においても、旧所得税法第 6条 1項 1号に従い厳格な価値関連

の原則が存在していた。すなわち、部分価値の上昇による前事業年度末の貸借対照表価額の価値

引き上げは、その価値増額が所得税法第 7条の減価償却 (AfA)を 経て受け継がれる調達原価も
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しくは製作原価を上回らない場合には禁止されていた。現在では、制限された価値関連の原則が

適用されるにすぎない。税務貸借対照表においては、すべての経済財につき原則的に増額記入

(Zuschreibung)の 可能性は、所得税法第7条による減価償却を考慮して残存簿価を上回る計上価

額を増額記入がもたらさない限りで可能となっている(21)。

非減耗性の固定資産たる経済財の場合、所得税法第 6条 1項 2文は、調達原価もしくは製作原

価を価値上限とする。部分価値は、それが調達原価もしくは製作原価を下回る場合に許容されう

るが、義務ではない。中間価値の形成は資本会社にも非資本会社にも許容される。商事貸借対照

表における価値計上額が基準となるが、しかし、価値減少が著しく、予想が長期に及ぶため調達

原価もしくは製作原価での計上が正規の簿記の諸原則を侵害すれば、より低い価値が商事貸借対

照表に計上されてもよい (商法典第 253条 2項 3文 )。
つ。

価値引き上げは可能であり、厳格な価値関連原則は適用されない。しかし、調達原価もしくは

製作原価を上回ることは禁止される。価値引き上げを許容する前提は、商事貸借対照表において

相応の価値増額であり、非資本会社に選択権が付与されている。つまり、義務ではない。資本会

社に関しては、これに対して、非減耗性の固定資産に対しても価値引き上げ命令が存在する。既

にみたように、商法典第 280条 2項では、税法における価値留保選択権は、商事貸借対照表にお

いてもより低い価値が留保されるという税務貸借対照表におけるより低い計上価額留保の前提が

付与されるときには、商法上の価値増額命令の規定を無効にしているの。

(2)流動資産たる経済財

流動資産たる経済財に関しては、所得税法第 6条 1項 3号よつて、非減耗性固定資産と原則的

に同じ評価が行われる。より低い部分価値の選択的計上は、基準性原則に基づき義務規定とな

る。商法典第 253条によっても、流動資産たる財産対象物には低価原則が考慮されねばならない

からである。4)。

(3)債務の評価

債務は、所得税法第 6条 1項 3号に基づき非減耗性の固定資産及び流動資産に対する規定を準

用して評価されねばならない。つまり、債務に関しては、調達原価もしくはより高い部分価値が

計上される。5)。

(4)引 き出しと払い込み

引き出しと払い込みは所得税法第 6条 1項 4号及び 5号によれば、原則的に部分価値で評価さ

れる。払い込みに関しては、例外として、払い込みの日より3年以内に調達されるか製作される

ときに、もしくは納税義務者が参加する資本会社の持分であるときには、最高、調達原価もしく
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は製作原価で計上されねばならない。0。

Ⅲ。商法と税法における評価尺度の概念内容

以上みたように、 ドイッにおける商事貸借対照表では、財産対象物は調達原価ないし製作原価

で、債務は償還額で、定期金債務は現金価値で、引当金は「理性的な商人の判断」に基づき必要

とされる金額で評価されなければならない。さらに、資本会社に関しては、引受済資本金の評価

は額面額で拘束される.これらのいわゆる出発価値 (Ausgangswert)は 、さらに、一定の条件の

もとで修正価値 (KoHektumert)の 適用が認められる。資本会社の場合、固定資産と流動資産に

対してその都度、所定のより低い修正価値の適用が規定されるが、個人商人と人的商事会社に関

しては、積極側につき規定される価値計上額が価値上限として存在し、理性的な商人の判断の枠

内でのより低い修正価値の適用が可能となっている。他方、税法では独自の部分価値 (Te■ wert)

という価値尺度が存在する。部分価値は引き出しと払い込みの評価に際して、また、調達原価と

製作原価の修正価値としても規定されている。つ。

ここで改めて、商事貸借対照表、税務貸借対照表における出発価値、修正価値を整理すれば次

の通りになろう。

(1)調達原価、(2)製作原価、(3)部分価値、(4)決算日に付すべきより低い価値、(5)取引所

価格もしくは市場価値から導出すべき価値、(6)理性的な商人の判断に基づき必要とされる価

値、(7)税法規定に基づき許容されるより低い価値

この場合、上に列挙した評価尺度は商事貸借対照表と税務貸借対照表における評価の価値上限

と価値下限を形成する。したがって、貸借対照表評価の個別規定はもちろんのこと、これら価値

尺度の内容いかんは貸借対照表政策の範囲に大きく影響を及ぼすものとなっている。そこで次に

(1)か ら(7)の価値尺度に関してその概念内容を検討してみよう

1.調達原価 (Anschaffungskost)

調達原価は商法と税法における本来的な価値尺度である。ただし商法も税法も調達原価なる概

念を使用し、調達価格 (Anscttngspreis)の概念は使用していない。そのため、この原価概念

は、正規の簿記の諸原貝Uに基づき解釈される。その解釈によると財産対象物の調達原価は調達価

格だけでなくすべての付帯費用 (NebenskOsten)を含んでいる。

商法典第 255条 1項は、「調達原価とは、財産対象物を取得し、それを直ちに操業に使用でき
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る状態に置くためにおこなわれる出費 (Auhendungen)で、それが財産対象物に個別に算入さ

れうるものに限る」と定義している。また、「調達原価には付帯費用ならびに追加的調達原価も

含まれる」と構成内容を規定している。

上のような商法における定義は判決による税法上の概念解釈に合致する。税法における調達原

価の概念内容は商法上のそれと些細な相違が存在するにすぎない。これは、商法の定義が税法要

請 (税法上の判決と行政慣行)に広範に適合したからだといわれる。3)。 なお、取得原価に関して

は、支払った購入価格 (総額)ではなく、購入価格から売上税を控除した純額が計上される。所

得税法第9b条 1項でも、先納税額は「売上げ税の場合に控除しうる範囲で」、その税額が取得も

しくは製造に関連する経済財の調達原価もしくは製作原価にそれを算入しないことを規定してい

る(29)。

商法典第 255条 1項 1文に基づく調達原価の構成を示せば次のようになる。

調達価格+調達付帯費用+追加的調達原価一調達価格の値引き=調達原価

この場合、商法典第 255条 1項に基づき調達原価には個別に算入可能な原価が含まれるにすぎ

ない。したがって、配賦により対象物に帰算される共通費は含まれず、旧法では株式会社形態以

外の企業に許容されていた調達付帯費用の算入選択権は、現行法に基づくと算入義務となった。

これによって、期間適合的費用配分が可能となり、従来適用されてきたいわゆる調達間接費の商

法における算入選択権はもはや保持されることはない。しかも、法律上の文言からは、直接算入

可能な原価への限定が、商法典第 255条 1項 1文の意味での調達原価に含まれる付帯原価及び追

加的調達原価にも適用され、付帯原価の算入義務、調達価格値引の控除義務が存することになる

という。の。

2.製作原価 (Herstelungskosten)

完全ないし部分的に自己製造した財 (仕掛品、完成品等)は製作原価で評価される。この製作

原価は商法、税法ともに、調達原価と並んで本来的な価値尺度である。ただし、調達原価と製作

原価の法律上の概念規定を商法典第 255条 1～ 3項において初めて収容した商法とは異なり、税

法は従来、調達原価もしくは製作原価について固有の定義を行つていない。そのため、調達原価

と製作原価の概念は課税の目的に対しても原則上、商法上の正規の簿記の諸原則から導出される

ことになる(3り。

商法では、商法典第 255条 2項に法形態非依存的に規定されている。この規定によると、製作

原価とは「財産対象物の製作、財産対象物の拡張、もしくは財産対象物の原状を超えた著しい改
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善のために財の費消及び用役の請求により生ずる出費」をいう。

さらに、製作原価に関して、第 255条 2項及び 3項が個々の内容を規定する。

まず、材料個別費 (Mate五 aleinzelkosten)、 製造個別費 (Ferugungseinzelkosten)、 製造特別個

別費 (Sondereinzelkosten der Fertigung)に 積極側計上義務が存在する。次に、材料共通費

(MateHalgemeinkosten)、 製造共通費 (Ferdgungsgemeinkosten)、 製造に起因する固定資産の価

値費消 (減価償却費)に対して、さらに、製造期間に関連する一般管理費と任意の社会給付、経

営老齢年金に対する出費に関して積極側計上選択権が存在する。そして、販売費、他人資本利子

に関しては積極側計上禁止となる。財産対象物の製造のための資金調達に他人資本が利用される

ときに、それが製造期間に関連する場合に限って例外として算入が認められる。

他方、税務貸借対照表における製作原価概念の定義は所得税法では存在しない。従って、原則

的には、概念規定は商法上の正規の簿記の諸原則に委ねられることになる。しかし、事実上、判

決 (1985年 H月 15日 付)と租税実務は所得税法準則 (Einkommenssteuerrichtlinien,EStR)第

33条の「製品の製造に対する財の消費及び用役の請求により生ずる出費」なる概念内容を長期に

わたつて使用してきたという。財務行政の見解によれば、税務上の製作原価にどのような原価費

目が算入されるかは、所得税準則においても、個々に確認される。それによれば、所得税法第6

条の意味での製作原価とは「製品の製作のための財の費消及び用役の請求から生ずるすべての出

費」である。ただし、所得税準則は実質的な法ではなく、納税者や裁判所を拘束しない行政指図

(Verwaltungsanweisung)を しめすにすぎない(32)。

表 1 製作原価の限定と範囲

商事貸借対照表 税務貸借対照表

個 別 費

材 料 個 別 費

算入義務

 申

算入義務

価 値

製 造 個 別 費

製造特別個 別 費

必要、相当の

配賦共通費

管 理 費

材 料 共 通 費

製 造 共 通 費

‐
耐
‐上‐

算入選択権 司
剣

下
算入義務

限
価

‥^

値

限

他人資本利子 算入選択権 算入選択権

共通費
不必要、不相応の
ないし製造に関連しないときに限り

算 入 禁 止
販 売 費

計算上の原価

ffiffi Rudolf Federmann, Bilanzierungnach Handelsrecht und Steuerrecht, S. Aufl., lgg0, S.264.
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所得税法準則によれば、税務上の製作原価に関しては次の構成が明らかとなる。積極側計上義

務は材料個別費、製造個別費及び製造特別費ならびに材料共通費、製造共通費、さらに、製造に

起因する固定資産の減価償却額 (AfAの設定する金額)に存在する。積極側計上選択権は、一般

管理費ならびに経営老齢年金及び任意の社会給付に対する出費に限定される。販売費ならびに資

金調達費用、自己資本及び他人資本に対する計算上の利子 (kalkulatO五sche Zinen)は積極側計上

禁止が存在する。ただし、他人資本利子に関しては、信用が財の製作と直接的な経済的関連を持

ち、その財の製作が 1年を超える期間に及ぶことを前提に計上選択権が与えられている。つ。

以上から製作原価の算入費目の関係を示せば表 1の ごとくなるが、商法も所得税準則も製作原

価の価値上限については形式的に一致する。しかし、実質的には、価値下限 (算入義務)の設定

において異なっている。特に、商法上の計上 (算入)選択権は、評価継続性の原則によって制約

されるとはいえ、企業にとって多くの貸借対照表政策の余地を与えているといえよう。

3.部分価値 (丁eilwe威 )

税務貸借対照表では価値下限として部分価値が固定されている。部分価値は、固定資産及び流

動資産たる経済財の調達原価もしくは製作原価の修正価値としても適用される。所得税法第 6条

1項 1号は、この部分価値をもって「経営全体の取得者がその総購入価格の範囲において、個々

の経済財に対して設定する」金額として定義する。ただし、その場合、「経営全体を取得者が継

続する」ことが前提である。

部分価値の定義は、次の3つの擬制 (Fiktion)か ら成り立つものといわれている。う。

一擬制の取得者が全体価値を算定しなければならない。

一全体価値の算定は企業継続の観点から行われなければならない。

一擬制の取得者が全体価値を個々の経済財に適切に配分する状況にある。

この部分価値の理論的構想は実行可能でない。立法者は部分価値の導入後すぐに、適用不能な

ことを認識したという。全体価値の決定方法も、全体価値の個別経済財への配分方法も可能でな

いという認識から、現在に至るまで何ら結論を引き出してはいないという。かかる理由から、判

決は部分価値を適用させるために、納税義務者が反駁し得ないように市場依存的価値 (調達原

価、製作原価、再調達原価等)の助けを得て、いわゆる「みなし推定 (Vermutungen)」 を下し

てきた。個々の経済財のグループに関して、財政裁判所の判決によって次のような個別推定が存

在するという。つ。

(a)経済財の調達もしくは製作の時点では、部分価値は、通常は再調達原価に合致する実質的な
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調達原価もしくは製作原価と一致する。

固定資産たる減耗性の経済財の場合、以後の年度における翌期における部分価値は減額記入

分だけ控除した調達原価もしくは製作原価と一致する。

固定資産たる非減耗性の経済財の場合、部分価値は以後の年度においても調達原価ないし製

作原価と一致する。

流動資産たる経済財の場合、部分価値は通常、再調達原価ないし決算日における取引所価格

もしくは市場価格と一致する。

4.決算日に付すべき価値 (Der am AbschluBslchtag beレ ulegende Wen)

商法典第 253条 2項 3文によると、固定資産たる対象物に対する修正価値はより低い「付すべ

き価値」である。この付すべき価値に対する尺度として再調達原価もしくは再生産原価、つまり

比較可能な対象物の調達原価もしくは製作原価が考慮されている。例外的に固定資産たる対象物

が将来直ちに売却されるときには、未だ現存する出費を差し引いた個別売却価格が付すべき価値

に相応するという00。

取引所価格もしくは市場価格が確定されない流動資産たる対象物の場合にもまた、それが調達

原価を下回るときには決算日に付すべき価値が設定されねばならない (商法典第 253条 3項 2

文)。 製造に用いられていない対象物 (原材料、補助材料、工場消耗品)の場合、付すべき価値

は再調達原価もしくは再生産原価となる。対象物の使用能力が限定されるときには、より低い価

値、最終的には廃棄価格 (SchrOttpreis)が付すべき価値となる.仕掛品と完成品の付すべき価値

については、慎重に見積もられた売却価格から未だ発生する費用を控除した額となる。つ。

5.取 引所価格 もしくは市場価格から導出される価値 (Der aus dem Markt‐oder BOrsenpreb

abgeleitete wert)

商法典第 253条 3項 1文は、流動資産に対するより低い修正価値として取引所価格もしくは市

場価格から導出される価値を指示している。ここで、取引所価格とは正式の取引ないし自由な取

引で売上を実現した場合、取引所で確定される価格をいう。また、市場価格とは、平均的品質を

持つ一定種類の商品に対して一位の時点において商業場所 (市場)が要請する金額を意味すると

されている。導出される価値というのはこうした取引所価格もしくは市場価格を基礎とした価値

を指す08)。 ただし、調達市場と販売市場のどちらを評価の基礎に置くのかは確認し得ないとされ

る。一般的には、原材料、補助材料、工場消耗品並びに他企業から購入した完成品、仕掛品は調
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達市場価格を、また、その他の完成品、仕掛品、原材料・補助材料・工場消耗品の過剰在庫につ

いては販売市場価格が基礎になるという00。

この場合、取引所価格、市場価格というその都度の市場に関わり生ずる価格自体は商法上の価

値範疇を示すものでなく、まさに「導出される価値」が問題となる。従って、購入を指向した場

合の取引所価格もしくは市場価格はさらに調達付帯費用分が加算され、場当たり的な調達価格減

少分が減じられる。また、販売を指向する場合、販売時点までに生ずる支出 (貯蔵・販売・売却

費用)分並びに販売価格減少分を減じることが可能となる
“
の。

6.理性的な商人の判断に基づく価値 (Der Wett nach vernttniiger kaufmannbcher Beutteilung)

商法典第 253条 3項 3文は、減額記入がもっとも近い将来において流動資産たる対象物の計上

価額が価値変動のために変更されねばならなくなることを回避するため、理性的な商人の判断に

従って必要となるとき、その対象物はより低い価値で評価 (減額記入)されてもよいとしてい

る。この規定に基づくより低い価値計上額は特に、原材料、補助材料、工場消耗品の価格下落、

証券相場の落ち込み、流行の変化や需要の変化に基づく販売困難、債権の信用度の低下の場合に

考慮されるという
“

D。

流動資産の過小評価による秘密積立金の恣意的形成を回避するという目的は、上の規定によっ

て一見、達成されているかにみえる。しかし、「もっとも近い将来」と「理性的な商人の判断」

という概念は拡大解釈が可能である。それによって、経営経済上の必要と恣意性の境界は、極端

な過小評価の場合のみ問題とされ、きわめて大きな下方への評価余地 (Bewertungsspielraum

nach unten)を 許容するともいわれる
“

2)。

この理性的な商人の判断なる規準は、商法典第 279条 1項、第 336条 2項によって資本会社に

対して適用し得ないが、非資本会社に対しては、商法典第 253条 4項に基づいてすべての財産対

象物について価値下限の形成余地を与えている。さらに、商法典第 253条 1項 2文に基づき資本

会社を含むすべての商人に対する引当金の評価の際の将来の蓋然的な負担の見積の評価規準と

なっている。

7.税規定に基づき許容 されるより低い価値 (Der aufgrund steue‖ ther VorschH仕en zulaBige

niedrigere Wert)

税法は納税義務者に対して、一定の前提のもとに特別償却 (Sonderabschreibung)の 形態で税

務上の優遇措置を保証している。かかる税法上の特別償却の例として一定の地域への優遇 (ベル
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リン経済助成法BerlinFG第 14条、東独境界区域助成法Zonen RFG第 3条)や一定事業への優遇

(所得税法第 7f条、所得税法第 7g条 )、 輸入商品割引 (所得税施行令第 80条 )、 並びに所得税法

第 6b条、所得税施行令 (EStDV)第 35章に基づく秘密積立金の繰り越し、等があるの。

税務貸借対照表において以上のような特別償却を実施する場合、所得税法第 5条 1項 2文は、

逆基準性によって原則的に、同一の価値計上額を商事貸借対照表に計上すること (税法上の評価

選択権の商法における一致した行使)を前提として許容する。これに対応して、商法典第 254条

でも、固定資産、流動資産たる財産対象物を評価するためには、税法上のみ許容される減額記入

に基づくより低い価値により減額記入を行うことができると規定している。この規定は、財産対

象物の過小評価を導き、それによる秘密積立金の形成を可能にするものといわれる
“
0。

この種の税法上の特別償却による減額記入は、資本会社に関しては、商法典第 279条 2項に従

い、「貸借対照表から明らかになることに依存して税法が税法上の利益算定に際してそれを承認

する限りにおいて」限定的に許容される。しかし、上にふれたように、税法はいわゆる「補充

法」を経た 1990年 の改正以来、所得税法第 5条 1項 2文で逆基準性原則を法典化しているため、

商法典第 279条 2項の規定はもはや実効性はないといわれる。ただし、それによって財産対象物

の過小評価や費用の過大計上が行われ財産状態、収益状態に関して情報の歪曲(VerhlschungOn)

が生ずるの。かかる情報歪曲は次の規定によって補われているという。商法典第 281条 1項は、

税法上の特別償却について、商法上要求される評価額と税法上の許容される評価額との差額を価

値修正項目として「準備金的性格を伴う特別項目 (Sonderposten mit Rliicklageante■ )」 に組み入

れてもよいと資本会社に対して選択権を保証し、さらに、価値修正項目を設定する根拠となる規

定を貸借対照表もしくは付属説明書 (Anhang)に おいて記載しなければならないと規定してい

る。しかし、すべての企業がこうした選択権を行使するとは限らない。そのため、情報歪曲の修

正として、付属説明書における広範囲の記載義務が生ずるとされている
“
0。 かかる修正として、

商法典第 281条 2項 1文は、税法上の規定によってのみ行われた減額記入額が貸借対照表もしく

は損益計算書で明らかにならない限り、固定資産と流動資産との区別の上、付属説明書にその金

額を記載し且つ充分理由づけられねばならないとし、商法典第 285条 5号は、税法上の規定に基

づき減額記入を実施した場合の年度利益に及ぼす影響、並びにそこから生ずる将来の著しい負担

の範囲について記載義務を設けている。

以上が、商法と税法における個々の評価規準、価値尺度の概要である。

みられるように、商法の評価規準は調達原価もしくは製作原価を出発価値として、一定の条件
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の中で減額記入や付すべき価値、市場価値・取引所価値、理性的な商人の判断に基づく価値等の

修正価値の適用がみとめらるが、その適用に関して評価選択権が企業に付与されている。しか

も、選択適用される評価尺度にしても、出発価値、修正価値のいずれもに算入、見積の範囲にお

いて選択の余地が与えられ、修正価値の選択に加えて二重の評価選択権が存在する。

他方、税法においても調達原価と製作原価を価値上限として、一定の条件のもとでの価値下限

としての部分価値の適用が認められる。しかし、税法上の部分価値自体は、明確な定義をもた

ず、判決によって、商法上の市場関連的価値を援用した「みなし推定」が代用されるにすぎな

い。これらの「みなし推定」は商法上の修正価値と対応するという特徴を有しているが、そこで

も同様に予測・見積要素を前提にして裁量の余地は充分に存在する。これら商法と税法における

評価選択権について、フェーダーマン (R.Federman)は表2のように整理しているが、貸借対照

図2 商法と税法における主な評価選択権

評 価 選 択 権

価値引き上げ選択権価値引き上げ選択権評価方法選択権

価値低下の根拠が消滅し

た場合 (資本会社は制限)

商法典第 253条 5号

一時的価値低下の場合
の付すべき決算価値
商法典第253条2項2文

調達原価ないし製作原価
原価の費目の (非)算入

逓増的価値決定か
低減的価値決定か

個別評価かグループ評
価か

決算日に付すべき価値の

範囲 (見積余地)
税法の認めるより低い価
値の根拠が消滅した場合

(資本会社は制限)

商法典第 254条 4項

価値変動の準備に対す
るより低い価値
商法典第253条3項3文評価簡便法変動変動準備のためのよ

り低い価値の範囲 減価記入方法 (減価記
入のその他の決定要素
も含む)

理性的な商人の判断に

基く価値 (人的会社)

商法典第 253条 4項
理性的な商人の判断に基
づく価値の範囲

固定資産及び流動資産の

場合のより高い部分価値
所得税法第 6条 1項 1号、

2号
部分価値の範囲
(見積余地)

税法で認められるより

低い価値 (資本会社は

制限)商法典第 254条

貸借対照表補助項目の

減額記入
商法典第 255条 4項、

第269条、 第274条 2項、

舞5282夕鷺

経済的減価償却 (AfaA)

実体減価償却 (AfaS)

所得税法第7条2項4文

部分価値償却
所得税法第6条1項 1,2号

特別償却及び割増償却

稀少経済財の早期償却
所得税法第 6条 2項

輸入財の評価の割引
所得税施行令第 80条

Rudolf Federrnann,a.a.0.,S.341.
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表作成に際して、二重三重の評価選択権が存在しており、評価規準が貸借対照表政策の介入する

余地をいかに多く与えているのかを明確に窺うことができよう。

しかも、重要なのは、税法上の評価選択権を行使する場合、商事貸借対照表においても前もっ

て同様の選択権を行使することを所得税法が前提としている点である。商法上の評価選択権は、

かかる逆基準性原貝Jの適用、基準性原則の破棄によるものが少なくない。既述のように、現行商

法典によればすべての商人に対し、固定資産、流動資産たる財産対象物について税法上の減額記

入 (よ り低い価値、特別償却)の選択適用が可能である。特に資本会社の場合の減耗性の固定資

産に関しては、厳格な価値関連の原則の廃止と逆基準性原則の適用によって、貸借対照表政策余

地を制限することを意図したより低い価値からの価値回復命令が実質上、選択権となり骨抜きに

もされている。そこでは、税法主導に商法上の評価規準が形式的に一体をなして課税に向けての

貸借対照表政策を合法化する構図になっているといえよう。そこで、次にこの点を踏まえて貸借

対照表政策と基準性原則との関係、さらに「理性的な商人の判断」との関係について改めて取り

上げむすびにしたい。よく知られるように「理性的な商人の判断」は企業の恣意的な評価を制約

するドイツ固有の評価規準であるといわれる。しかし他方で、かかる「理性的な商人の判断」規

準は多義的で、むしろ貸借対照表政策を一層可能にするともいわれる。かかる「理性的な商人の

判断」規準と(逆 )基準性原則の内容は、 ドイッ商法会計における評価規準の内容を検討するうえ

で主要な論点であろう。
｀

V貸 借対照表評価と理性的な商人の判断、逆基準性原則

「商人に対して、評価上限の法的固定化がなされるにすぎず、評価の下限とそれに伴う秘密積

立金の形成余地は没恣意性 (理性的な商人の判断)の命令によって制限されるにすぎない
“

7)。
」

上のグロス/シュリフの立言にもあるように、現行の商法における貸借対照表評価の規準は、依

然として貸借対照表政策の余地を多分に残している。現行商法典の評価規準は、まず、過去にお

いて一般的妥当性の認められてきた各種の一般的評価諸原則 (正規の簿記の諸原則)の法典化を

なし、その上で、出発価値たる調達原価、製作原価の内容をはじめて明文化し、とりわけ資本会

社に対する各種の評価選択権を排除する方向で、旧 1965年株式法と比較してより法的不安定性

を図ったものといわれている。しかし、それらをはじめとした評価規準の内容は、1965年株式法

と同様、保守主義の立場から貸借対照表政策の可能性を大きく許しているといってよい。

確かに、現行商法典は、旧法と同じく財産対象物の減額記入や引当金の評価に「理性的な商人

-74-



ドイツ商法評価規定と理性的な商人の判断、基準性原則

の判断」の規定を設けて、恣意性ある貸借対照表政策 (秘密積立金の設定)を制限し、もって持

分所有者の配当請求保護に応じようとしている。フリー ドマンも、「理性的な商人の判断という

解釈余地ある、広範な形成可能性をもって明示されたその文書化は、常に、恣意的な価値確定を

封鎖する。め」のだという。「価値決定は客観化可能で、間主観的な検証可能な商人の目的適合性

に結びつかねばならないが、積極側の過小評価と消極側の過大評価は、いわゆる秘密積立金の設

定と取り崩しに結合するために、その意義づけは価値固定化の許容も規定する。9」 と述べるとこ

ろである。

しかし、問題は 「理性的な商人の判断」の解釈の運用である。この点、ベスターマン

(HoP,Westeman)は 、この概念の適用の歴史からも重要なのは「規範的基準 (ein no.11lat市 eS

Krite五 um)(50)」 でぁり、「会社の資本補填のために社員の配当要求を評価措置を通じて回避する

ことが商人として理性的であるか否かは、会計に参画する社員の観点からのみ判断されてはなら

ない。むしろ、それぞれの状況で調整を生み出す形態で慎重な措置にとっての理由が示され、証

明されねばならない。り」と述べている。しかし、この「慎重な措置」に対する合理的理由はデー

レラー (G.Do■ erer)も いうように多様である。「理性的な商人の枠内でという文言は恣意的に形

成される秘密積立金を禁止する。それでは、恣意的に形成される秘密積立金とは何か。確かにそ

れは理性的な根拠がなく形成される秘密積立金をいうが、ほとんど存在しない。立法者が限定し

ようとしなかった、企業が将来において生活能力と持続能力を維持するというライヒ裁判所の判

決が掲げた目的と並んで、それ以外の理性的な根拠も生ずる。商人はそうした根拠を見いだすこ

とに戸惑うことはない(5つ。」っまり、いうところの「理性的な商人の判断」も不確定な法概念で

あって、その多様な解釈の運用を通じて幅広い価値選択が開けているといってよい。

一方、貸借対照表政策の課税に対する可能性は、1990年の住宅建設促進法 (補充法)の成立を

経て逆基準性原則の法典化をなした 1990年所得税法第 5条 1項 2文においてとりわけ如実に表れ

ている。

現行の所得税法第 5条は基準性原則に関して、次のように規定している。

「法規定に基づき帳簿を記帳し正規の決算を行うことを義務づけられる、もしくはかかる義務

を伴わずに帳簿を記帳し決算を行う事業者は、事業年度末に商法上の正規の簿記の諸原則に従い

表示されるべき事業用財産を計上しなければならない。利益決定に際しての税法上の選択権は商

法上の年度決算書と一致して行使されなければならない。」

このうち、第 5条 1項 2文が逆基準性原則の法典化を示したものであるが、この規定に関して、

ヘルツィグ (NoHerzig)は次のように述べている。
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「最近の所得税法第 5条 1項 2文の規制の導入をもって、商事貸借対照表の税務貸借対照表に対

する基準性原則が評価の領域にも及ぶこと、それによって税法上の利益算定が商事貸借対照表に

おいて具体化された評価決定に原則的に結合することが、いまや疑いなく明定された。税務貸借

対照表における独自の評価にとっての余地は、具体的に選択された商事貸借対照表上の価値計上

額が商法上の正規の簿記の諸原則に合致しないか、あるいは、それが所得税法第 5条 6項におけ

るいわゆる税法上の一般的価値留保という措置を強制する税法上の価値規範ないし価値限界と対

立するところでは、確かにいたるところで存在する。一方での表現上の評価選択権によって開か

れ、他方で、税法上の法の空隙のために開放された評価領域の内部で、基準性原則は基本的にそ

の効力を失った。6め」そして、「すべての税法上の利益算定選択権は、今や、基本的に商法上の

年度貸借対照表との一致のもとに行使され、それ故、ここでは、現実には、税法上のご都合主義

がその限りで商法上の具体的な価値計上額を決定しうる結果を押し出している。逆基準性原則の

適用を経て、いまやすべてではないにせよ、商法上の正規の簿記の諸原則とは補助金的租税優遇

が商事貸借対照表に関連づけられている。つ。」

既に考察したように、上のような税法上の評価選択権の商事貸借対照表における行使とそこか

ら生ずる情報歪曲は、資本会社の場合、情報歪曲の金額と理由に関する付属説明書の記載義務を

もって補われているといわれる。しかし、ジーゲル (ToSiegel)も いうように、税法から生ずる

情報歪曲が商事貸借対照表において減じられるにしても、選択権そのものが有する問題性は付属

説明書において解消されることはない。つ。そこでは、特別償却等による租税優遇が税法上の逆基

準性原則の法典化を通じて商法まで波及し、正規の簿記の諸原則に合致しない評価が商法上も認

められ、それがまた付属説明書による開示に糊塗されて課税に対する貸借対照表政策が合法化さ

れているといえよう。

かくて、現行商法における評価規準は、価値決定の広範な形成余地を実質的に認める「理性的

な商人の判断」規準を持続させつつ、他方において税法規準との一体化とそれに基づく情報歪曲

の付属説明書による補足開示という新たな装いをみせ再構成されている。しかし、旧法下に存し

ていた配当抑制と課税優遇に向けた貸借対照表政策の弾力的運用を可能にせしめるという側面を

相変わらず有しており、そこに、 ドイッにおける評価規準の今日的有り様と問題性をみてとるこ

とができるといえよう。
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